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法律により禁じられています。 

議事要旨(1) 企業会計基準「包括利益の表示に関する会計基準（案）」等について  

 

冒頭、新井副委員長（専門委員長）から、「包括利益の表示に関する会計基準（案）及び

関連する他の会計基準の改正」については、本日の審議の後、公表を決議する予定である

ことが説明された。引き続き、中條専門研究員より会計基準等及び公表にあたっての文案

について、前回委員会以降の修正箇所に関する説明がなされた。特に、本会計基準の個別

財務諸表への適用を求めるかどうかについては、企業会計審議会で個別財務諸表に関する

全般的な議論が行われていることから、当該審議の状況も踏まえて対応することとし、基

準本文の適用時期等において、本会計基準の公表から1年後を目途に判断することを記載し

た旨の説明がなされた。説明の後、委員に対して、文案の内容等に関する質問の有無が確

認されたが、委員からの質問は特段なかった。 

 

その後、採決が行われ、字句等の修正については委員長に一任する前提で、出席者9全員

の賛成により、包括利益の表示に関する会計基準及び改正連結財務諸表に関する会計基準

の公表が承認された。 

以 上 


